
※条約識別

１：コンテナ条約適用コンテナ

２：国産コンテナ

３：コンテナ条約適用外のコンテナ

注）MFRで登録された3: コンテナ条約適用外のコンテナは、税関

による登録（PAI-MCI）が必要です。

輸入形態1-1容器として輸入されるコンテナ

（コンテナ条約適用コンテナの場合）


